
 

 

 

 

 

 

岡山大学創立五十周年記念館利用案内 
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2025/4/1 改訂版 

岡山大学創立五十周年記念館  
 

   事務室 ０ ８ ６ －２ ５ １ －７ ０ ５ ７  

                     内線７ ０ ５ ７  

   平 日 １ ０ ： ０ ０ ～１ ７ ： ０ ０  ( 昼休憩を除く )  

 



 ＊＊ 利用にあたっ て ＊＊ 

    １ ． 予約受付開始日について 

予約受付開始日は、 使用予定日の属する 月から 起算し て、 １ ８ ヶ 月前の月の初日（ 開館日のみ）

と なり ま す。 それ以前の予約は受け付けでき ま せんので、 ご 承知おき く ださ い。  

  ※詳細は別紙の予約受付期間早見表を 参照く ださ い。  

 

  ２ ． 開館時間について 

    原則と し て開館時間は１ ０ ： ０ ０ ～１ ７ ： ０ ０ です。  

    平日の１ ０ ： ０ ０ ～１ ２ ： ０ ０ ， １ ３ ： ０ ０ ～１ ７ ： ０ ０ は事務室に職員がおり ま すので，  

   その指示に従っ てく ださ い。  

    上記以外の使用（ 平日時間外･土曜日･日曜日･祝日等） の場合は， 使用前日の開館日に    

   事務室で鍵を 借り て説明を 受けてく ださ い。 なお， 使用終了後は翌開館日に速やかに返却し  

   てく ださ い。  

 

  ３ ． 貸出備品について 

    館内に用意し てある 備品等は別紙備品一覧表のと おり です。 こ れら については貸出を 行っ  

   ていま すので， ご 利用の際は事前に事務室ま でご 連絡く ださ い。  

 

  ４ ． 館内の映写・ 音響・ 同時通訳機器等の操作について 

    金光ホ ールな ど 館内の映写・ 音響・ 同時通訳機器等は本格的な 設備を 揃えて おり ま す。  

   記念館には， こ れら 専門的な機器に習熟し た職員はおり ま せんので， 備え付けの使用マニュ  

   アル等を 熟読の上， 使用者の責任において操作を お願いいたし ま す。 ま た， 事前に実務担当 

   者によ る オペレ ーティ ン グ のリ ハーサルを 行う よ う にし てく ださ い。 （ 当館においては，  

   オペレ ーティ ン グ についての責任は負いかねま す。 ）  

    なお， 実費にて専門の業者に操作を 依頼する こ と ができ ま す。  

  ※記念館の下見や機器の操作リ ハーサルを 希望さ れる 場合は， 事前に事務室にご 連絡を いただ 

   き ， 予約を 取っ てく ださ い。  

  ※同時通訳用受信機を 使用する 場合は充電が必要と なり ま すので， 使用する ２ 週間前ま でに 

   申し 出てく ださ い。 ま た， 機器の動作確認は使用者の責任において行っ てく ださ い。  

  

  ５ ． 空調設備について 

    空調設備については事務室内に集中管理ス イ ッ チがあり ま す。  

    ただし ， 金光ホ ールについては冷暖房切替作業を 業者に委託し ており ま すので， 切替日設 

   定の関係によ り ， ご 希望に添えない場合があり ま すのであら かじ めご 了承願いま す。 なお，  

大・ 中・ 小会議室， ゲス ト ルーム ， 控室， 映写・ 音響調整室は年間通し て冷暖房共に使用可 

能です。  

    空調の操作方法については， 必ず事前に事務室にて説明を 受けてく ださ い。  

 

 

 



  ＊＊ 注意事項 ＊＊ 

 

 

    ☆記念館での宗教的活動・ 政治的活動・ 違法又は不当な行為は禁止です。  

 

    ☆記念館を 含む津島キャ ン パス 内は禁煙です。  

 

    ☆記念館には駐車場があり ま せん。  

      来館の際は， 公共交通機関を 利用する よ う 来客者に周知し てく ださ い。  

 

    ☆館内は原則と し て飲食禁止です。  

      館内にて， やむを 得ない事情によ り 飲食（ 軽食程度に限る ） を 行う 場合は， 事前に 

     別紙「 岡山大学創立五十周年記念館飲食利用申出書」 を 提出し てく ださ い。  

      ただし ， 金光ホール以外の場所における ， お茶・ 水など のペッ ト ボト ル等は可と し  

     ま す。 なお， 利用に際し て， 会場に汚れ（ 飲み物を こ ぼすなど し た場合） や破損等が 

     生じ た場合は， 必ず事務室に届け出て， 担当者の指示を 仰いでく ださ い。  

 

    ☆記念館には館内における 映写・ 音響・ 同時通訳機器等に関する オペレ ータ ーがおり ま  

     せん。 し たがっ て， こ れら の設備の操作は使用者において行っ ていただき ま す。  

      映写・ 音響・ 同時通訳機器等のオペレ ーティ ン グに関する こ と について， 当方では 

     責任を 負いかねま すので， 事前に操作マニュ ア ルによ る 確認及び操作試験を 行っ て  

     く ださ い。  

 

    ☆記念館使用後は必ず清掃を 行い， ゴ ミ 等は使用者の責任においてお持ち帰り く ださ い。  

      控室・ ト イ レ など にゴ ミ 箱を 設置し ており ま すが， こ ちら のゴ ミ 等も 必ずお持ち帰 

     り く ださ い。  

 

    ☆記念館には許可なく 工作物を 持ち込ま ないでく ださ い。 ま た， 館内及び外壁等に構築 

     物の設置， 釘等の打ち付け， 掲示， 張り 紙等はでき ま せん。  

 

    ☆雨天の場合は， 傘袋の用意を し てく ださ い。 傘袋ス タ ン ド は玄関に設置し ており ま す。  

 

    ☆退館時には， 原状復帰を 行っ たこ と を 確認し ， チェ ッ ク シート に記入のう え， 事務室 

     の回収箱にお入れく ださ い。  

 

    ☆記念館事務室職員の指示には必ず従っ てく ださ い。  

 

   ※使用者は， 上記注意事項を 厳守のう え責任を 持っ て利用し ていただき ま すよ う よ ろ し く  

    お願いいたし ま す。 なお， こ れら 注意事項が守ら れない場合は利用を お断り する 場合が 

    ご ざいま すので， ご 了承願いま す。  
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R7 .4 .1 ～

金光ホール/映写・ 音響調整室 6 2 8 4 0 8 1 5 ,2 2 0

ゲス ト ルーム 4 4 8 1 ,1 0 0

控室１ ・ ２ 2 3 8 6 6 0

大会議室 9 6 6 0 2 ,5 3 0

中会議室 7 6 3 6 1 ,9 8 0

小会議室 4 6 2 4 1 ,2 1 0

○料金は１ 室１ 時間当たり の金額です。

○料金は光熱水料及び消費税を含みま す。

岡山大学創立五十周年記念館貸付料料金表

室名 面積 定員 料金



Ｎｏ． 数量

20

12

8

4

60

36

24

16

3 ソファーセット 2

2

4

8

16

2

2

2

1

2

7 288

2

2

1

1

2

3

1

2

13 8

14 1

15 65

16 冷蔵庫 1 W440×H470mm

17 1

18 4

1

2

1

1

1

1

1

2 会議イス

大会議室

中会議室

小会議室

舞台下手

交流サロン

4 テーブル（四人掛け）
控室

交流サロン

　　　　　　　　備　品　一　覧　表　　　　　　　　　 R7.10 現在

備品 保管場所 備考

1 会議机（三人掛け）

大会議室

W1,800×450  H700中会議室

小会議室

舞台下手 W1,500×450  H700

5 イス
控室

交流サロン

8
ホール音響照明機器

一式 3階 映写室 映写室備え付け
ホール液晶プロジェクター

同時通訳用受信機 1階 倉庫1 事前準備に２週間程度かかります。 

6

演台 W1,200×480　H1,033

司会者台 W650×480　H1,033 

花台 W550×550　H750

簡易演台 会議室

ステージ階段

9
移動用スピーカー（大）セット

1階 倉庫1 SPケーブルXLR-4
移動用スピーカー（小）セット

10
大会議室用液晶プロジェクタースクリーン 大会議室

各会議室備え付け
中会議室用液晶プロジェクタースクリーン

12
ホワイトボード（可動式・大）

舞台下手
W1,920×1,815（表示部 W1,740×840）

ホワイトボード（可動式・中） W1,325×1,815（表示部 W1,140×840）

中会議室

11
液晶プロジェクター

2階 倉庫4 会議室対応他
ＶＨＳデッキ

ピクチャーパネル 2階 倉庫4 W728×1030mm　吊り下げ用ワイヤーは事務室

控室横給湯室

掃除機 事務室1

丸テーブル（折りたたみ式） 2階 倉庫4 直径1,800　H700mm

車イス用テーブル 舞台下手 W800×D450×H590～740

傘袋スタンド 1階 倉庫2，玄関2 傘袋回収のためのゴミ袋は要持込

19 卓上パネル（側面パネル×正面パネル） 61
1階 倉庫2 側面パネル 122枚 (W450×1,400)

2階 倉庫4 正面パネル  61枚 (W1,800×1,400)

H1m70㎝

2階 倉庫4

20
台車（大） 舞台上手

台車（小） 舞台下手

H1m10㎝

事務室 H850mm

21

はしご 1階 舞台裏通路 H6m15㎝

脚立

2階 倉庫4 H2m32㎝

1階 舞台裏通路

W900×750　H450

舞台下手



Ｎｏ． 数量備品 保管場所 備考

22 8

23 1

3（会議室用）

1（20ｍ）

3（10ｍ）

3（5ｍ）

ワイヤレスマイク（ハンドマイク）ホール用 4

ワイヤレスマイク（ハンドマイク）会議室用 5

ワイヤレスマイク（タイピン） 1

4

5

1

3

1

1

1

1

1

1

29 5

30 2

31 5

1

1

3

1

33 132

35 20

36 3

37 2

24 マイクケーブル

有線マイク（ハンドマイク）

事務室

有線マイク（卓上用）

パソコンケーブル（7ｍ）HDMI

パソコンケーブル（３ｍ）HDMI

パソコンケーブル（５ｍ）HDMI

25

26
マイクスタンド（大） 1,000～1,600mm

マイクスタンド（小） 250～400mm

ドアストッパー 木製6，ゴム製14

非接触赤外線検温計

W460×1,196（表示部 W430×880）

W380×1,210（表示部 W310×860）

W380×1,400（表示部 W310×860）

ピクチャーパネル用ワイヤー パネル吊り下げ用

会議室可動式壁ハンドル

32 案内板（掲示板）

W600×1,700（表示部 W550×1,150）

インターネットケーブル（3ｍ）

インカム（ヘッドセット・子機）

電源延長コード

28

映像・音声ケーブル

PC音声ケーブル

分配機

27

パソコンケーブル（１０m）D-sub

パソコンケーブル（３ｍ）D-sub



 
岡山大学創立五十周年記念館取扱要項 

 
                             平成２ ０ 年３ 月３ １ 日 
                                                        学 長 裁 定 

                                                           改正 平成３ ０ 年７ 月３ ０ 日 
                                                           改正 令和 ５ 年９ 月 ４ 日 

 
 
 （ 趣旨）  
第１ 条 こ の要項は国立大学法人岡山大学固定資産管理規程（ 平成１ ６ 年岡大規程第３ ０

号） 及び国立大学法人岡山大学資産貸付要項（ 平成１ ６ 年４ 月１ 日学長裁定） に定める
も ののほか， 岡山大学創立五十周年記念館（ 以下「 記念館」 と いう 。 ） の管理運営に関
し ， 必要な事項を定める も のと する 。  

  （ 目的）  
第２ 条 記念館は， 教育及び学術の交流の場と し て国立大学法人岡山大学（ 以下「 法人」

と いう 。 ） の職員その他の利用に供する こ と によ り ， 岡山大学（ 以下「 本学」 と いう 。 ）
の教育研究の進展に資する と と も に， 学術及び文化の向上に寄与する こ と を 目的と す
る 。  

 （ 使用）  
第３ 条 記念館は， 本学が主催する 講演会， 公開講座， 研究会等の教育研究の諸活動， 法

人の管理運営に関する 諸会議等に使用する も のと する 。  
２  記念館は， 前条に定める 目的のため， 前項に定める 本学の使用に支障がなく ， 次の各

号のいずれかに該当する 場合にも 使用する こ と ができ る 。 ただし ， こ の場合でも 宗教・
思想・ 政治を目的と する も のには使用でき ない。  

 一 法人の職員が主催する 講演会， 講習会等 
 二 本学の学生団体が行う 研究会， 発表会等 
 三 法人の職員が主体と なって行う 地域住民と の交流等を 図る ための諸行事 
 四 学外団体が行う 公共目的又は学術目的その他の講演会， 研究会等 
 五 地域住民等が主体と なって行う 学術及び文化活動等 
 六 その他学長が適当と 認めた場合 
 （ 休館日）  
第４ 条 記念館は， 次に掲げる 日を 休館日と する 。 ただし ， 次条に定める 使用し よ う と す

る 者から の申込に対し ， 学長が適当と 認めた場合は開館し ， 使用を許可する こ と ができ
る 。  

 一 日曜日及び土曜日 
 二 国民の祝日に関する 法律（ 昭和２ ３ 年法律第１ ７ ８ 号） に定める 休日 
 三 １ ２ 月２ ９ 日から 翌年１ 月３ 日ま で 
 四 国立大学法人岡山大学職員就業規則（ 平成１ ６ 年４ 月１ 日岡大規則第１ ０ 号） に定 
  める 夏期一斉休業が法人本部において実施さ れる 日 
 五 その他学長が必要と 認めた日 
 （ 使用手続）  
第５ 条 記念館を使用し よ う と する 者は， 別に定める 使用申込書を学長に提出し ， 許可を

受けなければなら ない。 ただし ， 使用予定日の属する 月から 起算し て１ ８ か月以前の使
用申込はでき ない。  

なお， 第３ 条第２ 項第２ 号によ る 使用の場合は， 顧問教員が申込を行う も のと する 。  
 （ 使用許可）  
第６ 条 学長は前条によ る 申込を適当と 認めた場合はこ れを許可し ， 別に定める 使用許可

書を交付する 。 ただし ， 第３ 条第１ 項又は同条第２ 項第１ 号から 第３ 号ま でによ る 使用
の場合は使用許可書の交付を 省略する こ と ができ る 。  

２  学長は前項によ る 許可に際し ， 管理運営上必要な条件を 付する こ と ができ る 。  
  なお， 条件の履行に必要な費用は， 使用し よ う と する 者の負担と する 。  
 （ 雑則）  
第７ 条 こ の要項に定める も ののほか， 記念館の管理運営に関し ， 必要な事項は別に定め

る 。  



 
   附 則 
１  こ の要項は平成２ ０ 年４ 月１ 日から 施行する 。  
２  こ の要項の施行前に， 廃止さ れた岡山大学創立五十周年記念館取扱規程（ 平成１ ６ 年

岡大規則第４ ７ 号） の規定によ り なさ れたこ の要項の施行の日以後の使用に係る 申込及
び許可については， こ の要項によ り なさ れた申込及び許可と 見なす。  

 
   附 則 
こ の要項は平成３ ０ 年８ 月１ 日から 施行する 。  
 
   附 則 
こ の要項は令和 ５ 年９ 月４ 日から 施行する 。  



１ ． 使用者は， 貸付許可のあっ た資産を 資産貸付許可書に記載の使用目的以外に供し てはなら ない。

２ ． 使用者は， 貸付許可のあっ た資産について修繕， 模様替その他の行為をし よ う と する と き ， 又は使用目的を 変更し よ う と する と き は， 事前に

　 書面を も って資産管理責任者に申し 出て， その許可を 受けなければなら ない。

３ ． 使用者は， 資産を 使用し よ う と する と き は， 資産貸付許可書を当該部局の担当者に提示し ， その指示に従っ て使用し なければなら ない。

４ ． 使用者は， 貸付許可のあっ た資産を 第三者に転貸し ， 又は担保に供し てはなら ない。

５ ． 使用者は， 別に定める 貸付料を学長の発する 請求書によ り ， 当該請求書に定める 支払期日ま でに支払わなければなら ない。

６ ． 使用者は， 所定の支払期日ま でに貸付料を 支払わないと き は， 支払期日の翌日から 支払の日ま での日数に応じ ， その未納額に年３ ％の割合で

　 計算し た延滞金を 付加し て支払わなければなら ない。

７ ． 既納の貸付料は， 次の各号のいずれかに該当する 場合を 除き ， 返還し ない。

一　 国立大学法人岡山大学( 以下， 法人) の責によ り 貸付が履行さ れなかっ たと き 。

二　 使用者が使用開始日の３ ０ 日前ま でに使用中止を 申し 出たと き 。

三　 その他学長が認めたと き 。

８ ． 使用者は， 前５ の貸付料のほか， 使用に伴い発生し た光熱水料等の実費相当額を負担し なければなら ない。

９ ． 貸付料は， 経済情勢の変動その他の事情の変更に基づいて， 特に必要があ る と 認める 場合には， 改定する こ と ができ る 。

10． 資産管理責任者は， 資産の管理運営上必要があ る と 認めたと き は， 担当者に随時施設に立ち入ら せ， 指示さ せる こ と ができ る 。

11． 使用者は， 使用日時を変更し ， 又は使用を 中止し よ う と する と き は， 使用予定日の３ 日前ま でに， 資産管理責任者を経て学長に届け出て許可

　 を 受けなければなら ない。 ただし ， 資産管理責任者によ る 貸付許可を受けた場合にあっ ては， 資産管理責任者に届け出て許可を 受ける も のと す

　 る 。

12． 次の各号のいずれかに該当する 場合は， 貸付許可を 取り 消し ， 又は貸付日時・ 場所等を 変更さ せる こ と がある 。

一　 使用者が資産貸付許可書に記載の使用目的と 相違し ， 又はこ の要項を 守ら ないと き 。

二　 使用者が貸付料を 支払期日ま でに支払わないと き 。

三　 公益を害し ， 又は風俗をみだす恐れがある と 認めたと き 。

四　 法人において， 当該資産を使用する 必要が生じ たと き 。

五　 前各号のほか， 管理運営上支障がある と 認めたと き 。

13． 貸付許可の取り 消し 又は変更をし よ う と する と き は， 緊急を 要する と き その他特別の事情がある と き を 除き ， 許可期間の満了する 日の９ ０ 日

　 前までに， 使用者に通知する も のと する 。  

14． 使用者が， 貸付許可の取り 消し 又は変更によ り いかなる 損害を受けても ， 法人はその責を負わない。

15． 使用者は， 資産の使用中に生じ た一切の事故について， その責を 負わなければなら ない。

16． 使用者は， 資産の使用にあ たって次の事項を守ら なければなら ない。

一　 使用中の資産は善良な管理者の注意を も っ て管理・ 保全し ， 通常必要と する 修繕費その他の経費は， 使用者の負担と する こ と 。

二　 使用者が， その責に帰する 事由によ り 貸付許可さ れた施設又は機器等をき 損し たと き は， 担当者の指示によ り ， すみやかに修復し ， 又は

　 損害相当額を弁償する こ と 。

三　 貸付期間が満了し たと き ， 又は貸付許可を 取り 消さ れたと き は， 資産管理責任者が特に認めた場合を除き ， 自己の負担で原状回復及び火

　 気の始末並びに清掃をし ， 担当者に届け出て確認を 受ける こ と 。

17． 使用者が前16の義務を履行し ないと き は， 資産管理責任者は， 使用者の負担においてこ れを 行う こ と ができ る 。 こ の場合使用者は， 資産管

　 理責任者に異議を 申し 立てる こ と ができ ない。

18． 使用者は， 前16のほか， 資産貸付許可書又はこ の要項に定める 義務を 履行し ないため法人に損害を与えたと き は， その損害額に相当する 金

　 額を損害賠償額と し て支払わなければなら ない。

19． 使用者は， 貸付期間が満了し た時， 又は貸付許可を 取り 消さ れたと き は， 貸付許可さ れた資産に投じ た改良のための有益費その他の費用が

　 現存し ている 場合であっても ， その費用等の償還は請求でき ないも のと する 。

20． 国立大学法人法第３ ４ 条の２ の規程に基づく 土地等の貸付けについては、 「 国立大学法人法第３ ４ 条の２ における 土地等の貸付けにかかる

　 文部科学大臣の認可基準（ 令和２ ９ 年２ 月２ １ 日文部科学大臣決定） 」 及び賃貸借契約書に記載のある 事項を 、 上記１ ～19の各項よ り 優先し

　 て適用する も のと する 。

国立大学法人岡山大学資産貸付要項( 貸付条件抜粋)



令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　国立大学法人岡山大学長　　殿

住            所

団体名(部局名)

所属部署等　：

使用責任者　：

連絡先　：　TEL

行事等の名称

　□金光ホール

　□ゲストルーム 　　　　　　　　□控　室 　　　　　　　　　　 

　□大会議室 　　　　　　　　　　□中会議室　　　　　　　　　□小会議室

　自　：　令和　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　　

　至　：　令和　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　　

 　 必ず事務室に届け出るとともに，清掃を行うこと。

岡山大学創立五十周年記念館飲食利用申出書

　　　ように最大限に注意を払うこととし，責任を持って実施前の状態にてご返却することをお約束いたし

         岡山大学創立五十周年記念館を利用するにあたり，やむを得ない事情により館内において飲食

必要理由

飲食利用施設

 ※金光ホール以外の場所における，お茶・水などのペットボトル等は可とするが，館内でこぼした場合は

利用日

　　　を行う必要が生じました。つきましては，下記のとおり申請いたしますのでご理解をいただき，ご許可

　　　ます。

　　　をいただけますようよろしくお願いいたします。なお，利用に際しては，会場に汚れや破損が生じない

　　　　 清掃作業日時　　　令和　　　年　　　月　　　日　（　　）　　　　時　　　分　～　　　　　時　　　分

      □金光ホールで飲食するので，使用後必ず専門業者による清掃作業を行います。




